
（※）ごみ質…ごみを燃やした際の発熱量等の性質を表現するもので、焼却炉を設計
　　　　　　する際の重要な要素となる。

保
育
所
及
び

放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
の
整
備

五
年
間
の
計
画
を
策
定

善
行
土
地
問
題
に
つ
い
て　

市
の
対
応
状
況
を
報
告

湘
南
ラ
イ
フ
タ
ウ
ン
周
辺

公
共
交
通
環
境
を
改
善

高
齢
化
を
見
据
え
た
整
備
を
図
る

行
政
改
革
等
特
別
委
員
会

藤
沢
都
心
部
再
生
・
公
共

施
設
再
整
備
特
別
委
員
会

建設後 30 年が経過した石名坂環境事業所

 

ご
み
焼
却
施
設
整
備
方
針
策
定

大
規
模
災
害
時
の
復
興
拠
点
等
に

　
　
〈
市
の
説
明
〉

　

湘
南
大
庭
地
区
は
、
最
も
速

補 

正 

予 

算

　

補
正
予
算
常
任
委
員
会
は
、

二
月
二
十
五
日
と
三
月
十
九
日

に
開
催
さ
れ
た
。
二
月
二
十
五

日
の
委
員
会
で
は
、
議
案
九
件

を
審
査
し
た
。
そ
の
結
果
、
議

案
は
全
て
可
決
す
べ
き
も
の
と

決
定
し
た
。

　

三
月
十
九
日
の
委
員
会
で
は
、

議
案
一
件
を
審
査
し
た
。
そ
の

結
果
、
議
案
は
可
決
す
べ
き
も

の
と
決
定
し
た
。

　

藤
沢
都
心
部
再
生
・
公
共
施

設
再
整
備
特
別
委
員
会
は
、
二

月
九
日
に
開
催
さ
れ
、
藤
沢
都

心
部
再
生
及
び
公
共
施
設
の
再

整
備
に
つ
い
て
審
査
し
た
。

　

こ
の
日
の
委
員
会
で
は
、｢藤

沢
駅
周
辺
地
区
再
整
備
構
想
・

  　
〈
市
の
説
明
〉

　

本
計
画
に
つ
い
て
は
、
平
成

二
十
六
年
九
月
の
バ
イ
オ
ガ
ス

化
施
設
の
導
入
見
送
り
に
伴
い
、

今
後
の
廃
棄
物
処
理
施
設
整
備

計
画
に
お
け
る
焼
却
施
設
整
備

方
針
を
定
め
る
も
の
で
あ
る
。

　

ご
み
処
理
シ
ス
テ
ム
の
基
本

方
針
を
、
こ
れ
ま
で
の
バ
イ
オ

ガ
ス
利
用
型
か
ら
リ
サ
イ
ク
ル

厚生環境

子ども文教

建設経済 総　務

常任・特別委員会の動き

〇
廃
棄
物
処
理
施
設
整
備
計
画

に
つ
い
て
（
湘
南
東
ブ
ロ
ッ
ク

藤
沢
市
域
に
お
け
る
焼
却
施
設

整
備
方
針
）

　

厚
生
環
境
常
任
委
員
会
は
、

一
月
二
十
九
日
、
二
月
二
十
日
、

三
月
十
九
日
に
開
催
さ
れ
た
。

　

一
月
二
十
九
日
の
委
員
会
で

は
、
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
藤

沢
富
士
白
苑
の
視
察
を
行
っ
た
。

　

二
月
二
十
日
の
委
員
会
で
は
、

議
案
六
件
、陳
情
二
件
を
審
査

し
た
。そ
の
結
果
、
議
案
は
全

て
可
決
す
べ
き
も
の
、陳
情
は

全
て
趣
旨
了
承
と
決
定
し
た
。

ま
た
、①
藤
沢
市
地
域
福
祉
計

画
２
０
２
０
の
策
定
②
い
き
い

き
長
寿
プ
ラ
ン
ふ
じ
さ
わ
２
０

１
７
～
藤
沢
市
高
齢
者
保
健
福

祉
計
画
・
第
６
期
藤
沢
市
介
護

保
険
事
業
計
画
～
の
策
定
③
ふ

じ
さ
わ
障
が
い
者
プ
ラ
ン
２
０

２
０
「
き
ら
り　

ふ
じ
さ
わ
」

～
ふ
じ
さ
わ
障
が
い
者
計
画
・

第
４
期
ふ
じ
さ
わ
障
が
い
福
祉

計
画
～
の
策
定
④
藤
沢
市
ふ
れ

あ
い
セ
ン
タ
ー
耐
震
診
断
等
調

査
結
果
⑤
元
気
ふ
じ
さ
わ
健
康

プ
ラ
ン　

藤
沢
市
健
康
増
進
計

画
（
第
２
次
）
の
策
定
⑥
藤
沢

市
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
地
産
地
消
推

進
計
画
の
策
定
⑦
廃
棄
物
処
理

施
設
整
備
計
画
（
湘
南
東
ブ
ロ

ッ
ク
藤
沢
市
域
に
お
け
る
焼
却

施
設
整
備
方
針
）
―
―
以
上
七

件
に
つ
い
て
報
告
を
受
け
た
。

　

三
月
十
九
日
の
委
員
会
で
は
、

議
案
一
件
を
審
査
し
た
。
そ
の

結
果
、
議
案
は
可
決
す
べ
き
も

の
と
決
定
し
た
。　

推
進
型
及
び
焼
却
エ
ネ
ル
ギ
ー

利
用
・
最
終
処
分
場
負
荷
軽
減

型
へ
と
変
更
し
、
今
後
の
施
設

整
備
に
つ
い
て
は
、
①
信
頼
性

の
高
い
排
ガ
ス
処
理
設
備
等
を

導
入
し
、
温
室
効
果
ガ
ス
排
出

の
低
減
な
ど
環
境
に
配
慮
す
る

②
大
規
模
災
害
時
に
お
い
て
も

廃
棄
物
の
処
理
が
行
え
る
よ
う

に
、
設
備
の
強
靭
化
を
図
り
、

ま
た
、
災
害
復
興
拠
点
と
し
て

非
常
時
の
電
力
、
熱
源
供
給
等

の
機
能
を
有
す
る
③
焼
却
熱
を

有
効
利
用
し
て
、
高
効
率
発
電

を
行
い
、
発
電
し
た
電
力
を
施

設
内
で
消
費
す
る
と
と
も
に
、

余
剰
電
力
を
施
設
外
へ
送
電
す

る
こ
と
等
に
よ
り
、
エ
ネ
ル
ギ

ー
の
地
産
地
消
を
推
進
す
る
④

ご
み
質（
※
）等
の
変
化
や
災

害
ご
み
処
理
に
対
応
で
き
る
焼

却
方
式
や
処
理
能
力
を
備
え
る

⑤
建
設
費
、
運
転
管
理
費
に
つ

い
て
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
コ
ス
ト

低
減
を
図
る
⑥
適
正
な
維
持
管

理
等
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
施

設
の
安
定
稼
働
と
長
寿
命
化
を

図
る
―
―
以
上
六
項
目
を
基
本

的
事
項
と
し
て
検
討
し
て
い
く
。

　

施
設
整
備
体
制
と
し
て
は
、

収
集
効
率
や
施
設
停
止
時
の
リ

ス
ク
分
散
を
考
慮
し
て
、
北
部

環
境
事
業
所
と
石
名
坂
環
境
事

業
所
の
二
施
設
、
三
炉
を
維
持

す
る
こ
と
を
基
本
と
し
、
適
切

な
維
持
管
理
に
よ
る
安
定
稼
働

と
長
寿
命
化
を
図
っ
た
上
で
、

三
十
年
程
度
の
サ
イ
ク
ル
で
焼

却
炉
の
大
規
模
整
備
ま
た
は
、

建
て
か
え
を
実
施
す
る
。

　

今
後
の
整
備
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

と
し
て
、北
部
環
境
事
業
所
新

二
号
炉
に
つ
い
て
は
、二
十
七

年
度
に
基
本
構
想
及
び
基
本
計

画
、
二
十
八
年
度
及
び
二
十
九

年
度
に
基
本
設
計
を
策
定
し
、

三
十
年
度
か
ら
三
十
二
年
度
の

三
カ
年
で
解
体
及
び
建
設
工
事

を
行
う
。
ま
た
、
石
名
坂
環
境

事
業
所
新
一
号
炉
に
つ
い
て
は
、

北
部
環
境
事
業
所
の
建
設
工
事

期
間
中
に
調
査
及
び
計
画
を
進

め
、
北
部
環
境
事
業
所
新
二
号

炉
が
稼
働
し
た
後
に
大
規
模
整

備
等
を
行
う
。
な
お
、
具
体
的

な
整
備
計
画
に
つ
い
て
は
、
計

画
案
が
で
き
た
段
階
で
、
改
め

て
議
会
に
報
告
し
て
い
く
。

業
用
地
取
得
に
関
す
る
調
査
特

別
委
員
会
」
の
調
査
報
告
書
に

係
る
市
の
対
応
に
つ
い
て
報
告

を
受
け
た
。

〇
「
善
行
地
区
に
お
け
る
地
域

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
活
動
事
業
用
地

取
得
に
関
す
る
調
査
特
別
委
員

会
」
の
調
査
報
告
書
に
係
る
市

の
対
応
に
つ
い
て

　

総
務
常
任
委
員
会
は
、
二
月

二
十
四
日
に
開
催
さ
れ
、
議
案

三
件
、
請
願
一
件
、
陳
情
三
件

を
審
査
し
た
。
そ
の
結
果
、
議

案
は
全
て
可
決
す
べ
き
も
の
、

請
願
は
採
択
す
べ
き
も
の
、
陳

情
は
全
て
趣
旨
了
承
と
決
定
し

た
。

　

ま
た
、「
善
行
地
区
に
お
け

る
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
活
動
事   　

〈
市
の
説
明
〉

　

本
件
に
お
け
る
関
係
者
の
責

任
追
及
の
う
ち
、
不
当
な
鑑
定

評
価
を
行
っ
た
不
動
産
鑑
定
士

に
つ
い
て
は
、
ま
ず
、
神
奈
川

県
不
動
産
鑑
定
士
協
会
に
対
し

て
懲
戒
請
求
を
行
い
、
近
日
中

に
判
断
が
出
さ
れ
る
見
込
み
で

あ
る
。
ま
た
、
本
件
に
関
す
る

偽
証
・
背
任
の
告
発
が
不
起
訴

処
分
に
な
っ
た
点
を
考
慮
し
、

国
土
交
通
大
臣
に
対
す
る
措
置

要
求
は
行
わ
な
い
こ
と
と
す
る
。

　

次
に
、
前
市
長
を
初
め
本
件

に
関
与
し
た
者
に
対
し
て
は
、

こ
れ
ま
で
、
前
土
地
所
有
者
と

藤
沢
市
土
地
開
発
公
社
と
の
間

で
土
地
売
買
契
約
の
合
意
解
除

を
確
認
し
て
お
り
、
ま
た
、
告

発
結
果
を
踏
ま
え
る
と
、
公
社

は
、
今
回
の
案
件
に
係
る
経
費

は
損
害
と
し
て
扱
う
こ
と
は
困

難
で
あ
る
た
め
、
損
害
賠
償
請

求
を
行
わ
な
い
と
し
て
い
る
。

　

ま
た
、
住
民
訴
訟
に
係
る
訴

訟
費
用
や
弁
護
士
報
酬
等
に
係

る
市
の
損
害
に
つ
い
て
は
、
前

市
長
ら
に
よ
る
土
地
取
得
の
違

法
性
や
土
地
取
得
で
生
じ
た
市

の
損
害
と
の
因
果
関
係
を
裁
判

で
立
証
す
る
こ
と
は
著
し
く
困

難
で
あ
る
た
め
、
市
と
し
て
、

本
件
に
関
与
し
た
者
に
対
す
る

損
害
賠
償
請
求
は
、
現
段
階
で

は
行
わ
な
い
と
の
結
論
に
至
っ

た
。

　

今
後
に
つ
い
て
は
、
土
地
売

買
契
約
の
合
意
解
除
の
進
捗
の

ほ
か
、
関
連
す
る
訴
訟
の
経
過

等
に
つ
い
て
、
時
期
を
捉
え
て

議
会
に
報
告
す
る
。

〇
湘
南
ラ
イ
フ
タ
ウ
ン
及
び
周

辺
地
域
の
公
共
交
通
等
の
利
用

環
境
の
改
善
に
つ
い
て

　

建
設
経
済
常
任
委
員
会
は
、

二
月
十
九
日
に
開
催
さ
れ
、
議

案
三
件
、
陳
情
一
件
を
審
査
し

た
。
そ
の
結
果
、
議
案
は
全
て

可
決
す
べ
き
も
の
、
陳
情
は
趣

旨
不
了
承
と
決
定
し
た
。

　

ま
た
、
①
藤
沢
市
交
通
ア
ク

シ
ョ
ン
プ
ラ
ン
策
定
に
向
け
た

取
組
②
湘
南
ラ
イ
フ
タ
ウ
ン
及

び
周
辺
地
域
の
公
共
交
通
等
の

利
用
環
境
の
改
善
③
藤
沢
市
産

業
振
興
計
画
の
見
直
し
④
新
産

業
の
森
北
部
地
区
の
企
業
誘
致

等
の
取
組
―
―
以
上
四
件
に
つ

い
て
報
告
を
受
け
た
。

く
高
齢
化
が
進
む
地
域
と
想
定

さ
れ
る
た
め
、
バ
ス
の
利
用
環

境
の
改
善
に
向
け
た
取
り
組
み

を
藤
沢
市
交
通
マ
ス
タ
ー
プ
ラ

ン
及
び
藤
沢
市
交
通
ア
ク
シ
ョ

ン
プ
ラ
ン
に
位
置
づ
け
て
進
め

て
い
る
。
現
在
こ
の
地
域
は
最

寄
り
駅
ま
で
十
五
分
圏
外
に
あ

り
、
一
部
地
域
に
バ
ス
路
線
が

確
保
さ
れ
て
い
な
い
ほ
か
、
辻

堂
駅
遠
藤
線
に
お
け
る
通
勤
通

学
時
間
帯
の
道
路
混
雑
、
一
部

路
線
で
の
バ
ス
便
の
不
足
、
湘

南
台
駅
西
口
の
バ
ス
及
び
利
用

者
の
混
雑
等
の
課
題
が
あ
る
。

ま
た
、
茅
ヶ
崎
市
及
び
寒
川
町

と
の
広
域
連
携
に
お
い
て
、
湘

南
ラ
イ
フ
タ
ウ
ン
経
由
の
湘
南

台
駅
及
び
辻
堂
駅
行
き
の
路
線

整
備
が
重
要
と
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
れ
ら
の
課
題
に
対
し
、
交

通
事
業
者
等
と
連
携
し
た
取
り

組
み
を
平
成
三
十
六
年
度
ご
ろ

ま
で
に
段
階
的
に
実
施
す
る
。

主
な
施
策
と
し
て
は
、
湘
南
ラ

イ
フ
タ
ウ
ン
の
バ
ス
タ
ー
ミ
ナ

ル
拡
張
整
備
、
連
節
バ
ス
の
導

入
、
バ
ス
路
線
の
新
設
・
増
便

及
び
ル
ー
ト
変
更
、
湘
南
台
駅

東
口
へ
の
一
部
バ
ス
路
線
移
設
、

並
び
に
辻
堂
駅
周
辺
の
バ
ス
専

用
レ
ー
ン
整
備
等
が
あ
る
。
ま

た
、
今
後
の
高
齢
化
を
見
据
え
、

地
区
の
中
部
か
ら
南
部
の
地
域

内
交
通
と
し
て
、
乗
り
合
い
タ

ク
シ
ー
等
の
導
入
を
目
指
す
。

　

こ
れ
ら
の
取
り
組
み
に
よ
る

改
善
効
果
と
し
て
は
、①
約
三

千
人
の
最
寄
り
駅
十
五
分
圏
内

の
拡
大
②
バ
ス
乗
車
時
間
の
短

縮
③
対
象
地
域
の
輸
送
力
拡
大

④
バ
ス
待
ち
時
間
の
短
縮
⑤
高

齢
者
等
が
外
出
し
や
す
く
な
る

―
―
以
上
五
点
を
考
え
て
い
る
。

基
本
計
画
に
基
づ
く
事
業
計
画

案
」
の
進
捗
、
藤
沢
市
新
庁
舎

建
設
事
業
の
進
捗
状
況
、
藤
沢

市
公
共
施
設
等
総
合
管
理
計
画

の
策
定
及
び
藤
沢
公
民
館
・
労

働
会
館
等
再
整
備
基
本
構
想（
案
）

に
つ
い
て
審
査
を
行
っ
た
。

　

行
政
改
革
等
特
別
委
員
会
は
、

一
月
二
十
三
日
に
開
催
さ
れ
、

藤
沢
市
行
財
政
改
革
の
推
進
に

つ
い
て
審
査
し
た
。

　

こ
の
日
の
委
員
会
で
は
、「
新

・
行
財
政
改
革
実
行
プ
ラ
ン
」

平
成
二
十
六
年
度
進
捗
状
況
に

つ
い
て
審
査
を
行
っ
た
。

　

◇　
　
　

◇　
　
　

◇

　

な
お
、
行
政
改
革
等
特
別
委

員
会
及
び
災
害
対
策
等
特
別
委

員
会
は
、
二
月
四
日
、
藤
沢
都

心
部
再
生
・
公
共
施
設
再
整
備

特
別
委
員
会
は
、
三
月
四
日
に

今
期
最
後
の
委
員
会
を
開
催
し
、

こ
れ
ま
で
の
調
査
・
審
査
の
概

要
な
ど
を
ま
と
め
た
報
告
書
を

作
成
し
て
審
査
を
終
了
し
た
。

援
教
育
」
⑦
中
学
校
給
食
試
行

開
始
後
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
結

果
―
―
以
上
七
件
に
つ
い
て
報

告
を
受
け
た
。

　

子
ど
も
文
教
常
任
委
員
会
は
、

一
月
十
九
日
と
二
月
二
十
三
日

に
開
催
さ
れ
た
。

　

一
月
十
九
日
の
委
員
会
で
は
、

少
年
の
森
及
び
聖
園
子
供
の
家

の
視
察
を
行
っ
た
。

　

二
月
二
十
三
日
の
委
員
会
で

は
、
議
案
一
件
、
陳
情
一
件
を

審
査
し
た
。
そ
の
結
果
、
議
案

は
可
決
す
べ
き
も
の
、
陳
情
は

趣
旨
不
了
承
と
決
定
し
た
。

　

ま
た
、
①
子
ど
も
・
子
育
て

支
援
新
制
度
の
本
格
施
行
に
向

け
た
準
備
状
況
等
②
「
保
育
所

整
備
計
画
（
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
）」

の
改
定
及
び
「
放
課
後
児
童
ク

ラ
ブ
整
備
計
画
」の
策
定
③（
仮

称
）
ふ
じ
さ
わ
宿
交
流
館
及
び

（
仮
称
）
藤
澤
浮
世
絵
館
の
整

備
概
要
④
藤
沢
市
ス
ポ
ー
ツ
推

進
計
画
⑤
藤
沢
市
教
育
振
興
基

本
計
画
の
改
定
⑥
「
藤
沢
の
支

〇
「
保
育
所
整
備
計
画
（
ガ
イ

ド
ラ
イ
ン
）」の
改
定
及
び
「
放

課
後
児
童
ク
ラ
ブ
整
備
計
画
」

の
策
定
に
つ
い
て

  　
〈
市
の
説
明
〉

　

平
成
二
十
七
年
四
月
か
ら
の

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
新
制
度

の
本
格
施
行
に
向
け
、
策
定
す

る
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業

計
画
は
、
保
育
や
放
課
後
児
童

健
全
育
成
事
業
に
お
け
る
利
用

定
員
総
数
及
び
確
保
方
策
を
定

め
る
こ
と
と
な
り
、
そ
の
具
体

的
な
計
画
と
し
て
、
二
十
七
年

度
か
ら
三
十
一
年
度
ま
で
を
計

画
期
間
と
し
て
、
現
行
の
保
育

所
整
備
計
画
（
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
）

の
改
定
及
び
放
課
後
児
童
ク
ラ

ブ
整
備
計
画
の
新
規
策
定
を
行

う
も
の
で
あ
る
。

　

保
育
所
整
備
計
画
（
ガ
イ
ド

ラ
イ
ン
）
の
改
定
に
つ
い
て
は
、

整
備
目
標
や
老
朽
化
し
た
施
設

の
再
整
備
方
針
等
を
定
め
る
。

ま
た
、
待
機
児
童
の
解
消
、
認

定
こ
ど
も
園
へ
の
移
行
や
地
域

型
保
育
事
業
の
連
携
先
確
保
、

本
市
独
自
の
事
業
の
見
直
し
等

の
課
題
解
決
を
図
る
。

　

放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
の
整
備

計
画
に
つ
い
て
は
、
小
学
校
の

敷
地
及
び
余
裕
教
室
、
他
の
公

共
施
設
、
借
地
や
借
家
等
を
活

用
し
た
整
備
を
進
め
る
。
計
画

に
定
め
た
放
課
後
児
童
健
全
育

成
事
業
に
お
け
る
利
用
定
員
総

数
は
、
三
十
一
年
度
に
お
い
て
、

市
全
体
で
三
千
六
百
五
十
人
と

な
っ
て
お
り
、
三
十
二
年
度
に

お
け
る
整
備
後
の
施
設
数
及
び

定
員
は
、
全
体
で
八
十
施
設
、

約
四
千
人
を
計
画
す
る
。
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